
   物  件  調  書  

   

物 件 番 号 ２  

 

物 件 名  五領ヶ台高等学校跡地   

所  在  地  平塚市片岡991番1、983番、990番１、1045番１、めぐみが丘二丁目28番５ 

住  居  表  示  一筆のみ（めぐみが丘二丁目28番５）実施地区（詳細は平塚市へお問い合わせください。） 

地積（実測） 15,878.89㎡  地  目  学校用地 形   状  不整形 

接面道路の  
幅員及び構造  

敷地南東側で幅員約 6ｍの舗装市道（めぐみが丘４号線  建築基準法第 42条

第１項第１号道路）に等高乃至 1ｍ高く接面しています。  

敷地西側乃至北側で幅員約 5～ 6ｍの舗装市道（片岡 26号線  建築基準法第 4

2条第１項第１号道路）に 2ｍ乃至 5ｍ高く接面しています。  

（接面道路の最新状況は必ず入札者におかれても御確認ください。）  

法  
令  
等  
に  
基  
づ  
く  
制  
限  

都市計

画法  
・  

建築基

準法  

 市街化区域  

用途地域  第一種中高層住居専用地域 /第一種低層住居専用地域  

建ぺい率  60％ /50％  容  積  率  200％ /80％  

その他規

制  

第一種中高層住居専用地域：第一種高度地区、準防火地域等  
第一種低層住居専用地域  ：建築基準法第 22条区域等  
(詳細は、平塚市へお問い合わせください。) 

文化財

保護法  
埋蔵文化財包蔵地

域の有無  
  無 

その他

の法律  土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)等 

私道の負担等 

に関する事項  

負担の  
有   無  

 無  
供給処理  

 
施設の状況  

電   気  可  

上  水  道  可  

負担の  
内  容  

 無  下  水  道  可  

都市ガス  可  

交  通  機  関  
鉄  道  ＪＲ東海道線「平塚駅」から北西約7.5ｋｍ 

バ  ス  神 奈 川 中 央交通バス「めぐみが丘北」から徒歩約２分  

参  
 
 

考  
 
 

事  
 
 

項  

〇敷地は、更地です。 
〇敷地のグラウンド部分はほぼ平坦ですが、グラウンド部分から敷地北側、北西側にかけては傾斜

地となっており、グラウンド部分が高くなっています。また敷地南東側からグラウンド部分にか

けてはやや傾斜地となっており、グラウンド部分が低くなっています。 
○敷地には、ネットフェンス、擁壁、階段、側溝、排水管、マンホール、土のう、砕石等が存置し

ており、これらを含めて現況における引渡しとなります。参考に五領ヶ台高等学校の解体工事の

図面を別途、財産経営課で配布しています。 

〇敷地には樹木が複数存置しています。また一部が市道部分に越境しています。 

〇敷地北側において、県有地の排水管が市道部分に越境しています。 

〇越境に関しては、隣接地権者等と協議してください。 

〇敷地と隣接する子ども自立生活支援センターとの間には門がありますが、使用出来ません。 

〇現況の排水管等の排水設備については、開発行為等をするにあたり、再整備を求められる可能性

があります。詳細は平塚市へ確認してください。 

〇敷地北側において、東京電力パワーグリッド株式会社の支線が１条あります。 

〇敷地北西側において、東京電力パワーグリッド株式会社の支線が２条あります。 

〇敷地内の一筆（めぐみが丘二丁目28番５）については、地積測量図はありませんが、土地区画整

理事業の換地図（66.06㎡）と換地処分時の登記簿数量が一致していることから、換地処分時の

登記簿数量を実測数量として売却します。 

 



 

〇境界確認協議書はありません。 

○本敷地の一部は土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)に指定されています。区域の指定等に関す

ることは県砂防課又は平塚土木事務所へ、地域防災・避難等については平塚市へ確認してくださ

い。 

○ 都市ガスについては、敷地南東側道路に低圧の管（200mm）が敷設されています。 

○上水道については、敷地西側道路付近に本管（100mm）、敷地南東側道路付近に本管（100mm）

が敷設されています。 

○下水道については、敷地北側道路に分流管（400㎜）、敷地西側道路に分流管（300mm）、敷地南

東側道路付近に分流管（200mm）が敷設されています。  

○本敷地については、土壌汚染調査・地耐力調査は、実施しておりません。 

○本敷地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として散水等に努めてください。 

○本敷地より東方にある埋蔵文化財包蔵地（遺跡Ｎｏ111 遺跡名：西之谷戸Ｂ遺跡）の縁辺から

100ｍの範囲内に掛かっているため、開発行為を行う場合は平塚市教育委員会への事前の協議が

必要になります。詳細は平塚市教育委員会へ確認してください。 
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